
ご利用ください

設置費補助金 有効期間は８年

水道メーターの取り換えや検針の作業をスムーズに
行うためにご協力をお願いします

取り換え作業にご協力を

維持管理費補助金

合併処理浄化槽補助制度 水道メーターの取り換え作業にご協力を

【内容】下表のとおり
【対象】市の指定する地域内に200
人槽以下の補助対象浄化槽を設置す
る人
【定員】607基（予定・申請順）
※詳細はお問い合わせください

　水道メーターの有効期間は、計量
法で８年と定められています。公営
企業局では、その有効期間が経過す
る前に、計画的に新しいものに取り
換える作業を行っています。

①毎年度、取り換えの対象となる家
庭には、作業の前に「水道メーター
取り換えのお知らせ」のチラシを配
布
②取り換え対象の家庭に請負業者が
直接伺い、作業
③作業終了後は、取り
換え前と取り換え後の
指針などを記載した「水
道メーター取り換えに
ついて」を配布

【内容】補助金＝１基１万円（１年
度ごと）

【対象】10人槽以下の合併処理浄化
槽を設置している人で、維持管理を
適正に行い、（公社)県浄化槽協会
の水質検査（法定検査）を受検した
人（設置の約１年半後が初回）
【申し込み】郵送で、申請書（検査
受検時に配布）に必要事項を記入し、
〒790-8571環境指導課へ
※詳細は申請書と一緒にお渡しする
パンフレットをご覧ください
問環 境 指 導 課☎948-6440・
934-1812

　取り換え作業者は、公営企業管理
者が発行する「従事者証」を携帯し
ています。不審な場合は「従事者証」
の提示をお求めください。

　取り換え費用は無料で、水道メー
ター取り換えに伴う物品のあっせ
ん・販売などは一切行っておりませ
ん。

取り換え作業は一時的に水を止めて
行います。また、留守の場合も予定
どおり実施します。

【浄化槽設置費補助金】
人 槽 補助限度額  （千円/基）

新　　築 転　　　換
水質改善 その他 環境特別もしくは水質改善 その他

環境配慮型浄化槽
超高度処理型 高度処理型 10人槽以下は高度処理型

5
150 50

600 444
7 700 486
10 900 576

11～15 1,200
16～20 1,600
21～25 2,000
26～30 2,200
31～40 2,600
41～50 2,900
51～200 3,600

〈用語解説〉
転換＝既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便所からの設置替え　環境特別＝公共下水
道事業計画区域外かつ都市計画法に規定する市街化区域外での既存単独処理浄化槽から
の設置替え　水質改善（平成30年度まで）＝安城寺町、鴨川三丁目、久万ノ台、高木町、
問屋町、西長戸町、東長戸一～四丁目、船ヶ谷町の対象地域での設置　環境配慮型浄化
槽＝環境省の定める消費電力基準を達成したうえで、環境性能要件（浄化槽本体がコン
パクト化されている・再生プラスチックを使用しているなど）を満たす合併処理浄化槽   
高度処理型浄化槽＝より高度な排水処理（窒素またはリンの除去）が可能な合併処理浄
化槽   超高度処理型浄化槽＝高度処理型浄化槽の中でも、ＢＯＤ、窒素、浮遊物の濃度
を10ミリ

グラム／㍑以下にする機能があるもの

取り換え手順

取り換え作業者は「従事者証」
を携帯しています

取り換え費用は無料です

ご協力をお願いします

メーターボッ
クスの上に物
を置かないで
ください。

メーターボッ
クスの中はき
れいにしてお
いてください。

犬は放し飼いに
しないで、メー
ターボックスか
ら離れた所につ
ないでください。

増改築などでメー
ターボックスが屋
内や床下、車庫の
中などにならない
ようにしてくださ
い。

問 水道管路管理センター☎989-8479・ 965-1217
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自動車税・軽自動車税の納付・減免申請はお忘れなく！

問自動車税＝県中予地方局☎909-8754・ 915-0671▶軽自動車税＝市民税課☎948-6302・ 934-1802▶身体・知的障がいのある人の生計同
一証明書の発行に関すること＝障がい福祉課☎948-6433・ 932-7553▶精神障がいのある人の生計同一証明書の発行に関すること＝保健予防課
☎911-1816・ 923-6062

ご注意ください
　平成29年度から軽自動車税の障がい者減免の基準を自動車税に合わせて見直しました。
　障がい者本人が運転する場合も毎年申請が必要です。
　家族運転の場合は、通院などの目的で障がい者の運送が月４回以上必要です。（要各種証明）
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自動車税・軽自動車税の減免の対象となる人

減免の申請方法（障がい者１人につき１台）
種　　　別 必要書類 減免の条件

所有者 運転者 ＡＢＣ共通

身
体
障
害
者
・
療
育
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精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
所
有
者

Ａ 本人 本人

・軽自動車税減免申請書、納税通知書、車検証、
運転免許証、各種手帳、マイナンバーカードま
たは通知書（提示）

・家族運転で同一世帯でない場合は、障がい福
祉課発行の生計同一証明書（地区民生委員押印
の証明願いでも可）精神障害者保健福祉手帳所
有者は保健予防課発行の生計同一証明書）

車両の使用条件
は無し。毎年申
請が必要

Ｂ 本人 家族

家族運転の場合、
通院、通学、生業、
在宅処遇の場合
に 限 る。（ 病 院、
施設などの発行
する証明書など
が必要）

上記の目的のた
め、週１回また
は月４回以上使
用していること。

Ｃ 家族 家族

※Ｃの身体障がい者は18歳未満のみ対象

※自動車税（県税）減免の詳細は県中予地方局☎909-8754にお問い合わせください

種別 必要書類 減免の条件

構造による
もの

・軽自動車税減免申請書、納税通知書、車検証
・構造の場合は「構造」と「ナンバー」が確認できる写真
※８ナンバーで車いす移動車の記載がある場合は
写真不要
・公益の場合は理由書、公益活動に使用している
証明（運行日誌など）

　車検証中、形状が「車椅子移動車、身体障
害者輸送車」または型式認定番号が空白で
あって車椅子固定装置を装着していること

公益に専用
するもの

　社会福祉法第22条の規定により設立され
た法人で設立目的に定められた公益事業に直
接使用するもの

！
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